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議案第５８号  

羽生市印鑑条例の一部を改正する条例  

 羽生市印鑑条例（昭和５０年条例第３６号）の一部を次のように改

正する｡  

次 の 表 中 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 、 改 正 前 の 欄 に あ っ て は

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１） 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２） 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改 正 後  改 正 前  

（登録資格）  （登録資格）  

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年

法 律 第 ８ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）に基づき本市が備える住民基

本台帳に記録されている者は、１人

１個に限り印鑑の登録を受けること

ができる。  

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年

法 律 第 ８ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う。）に基づき本市の住民基本台帳

に記録されている者は、１人１個に

限り印鑑の登録を受けることができ

る。  

２ （略）  ２ （略）  

（登録印鑑の制限）  （登録印鑑の制限）  

第４条 市長は、登録を受けようとす

る印鑑が次の各号のいずれかに該当

する場合には、当該印鑑を登録する

ことができない。  

第４条 市長は、登録を受けようとす

る印鑑が次の各号のいずれかに該当

する場合には、当該印鑑を登録する

ことができない。  

（１） 住民基本台帳に記録されて

いる氏名、氏、名、旧氏（住民基

本台帳法施行令（昭和４２年政令

第 ２ ９ ２ 号 。 以 下 「 令 」 と い

う。）第３０条の１３に規定する

旧氏をいう。以下同じ。）若しく

は通称（令第３０条の１６第１項

に 規 定 す る 通 称 を い う 。 以 下 同

じ。）又は氏名、旧氏若しくは通

称の一部を組み合わせたもので表

（１） 住民基本台帳に記録されて

い る 氏 名 、 氏 、 名 若 し く は 通 称

（住民基本台帳法施行令（昭和４２

年政令第２９２号）第３０条の２６

第１項に規定する通称をいう。以

下同じ。）又は氏名若しくは通称

の一部を組み合わせたもので表し

ていないもの。ただし、外国人住

民（法第３０条の４５に規定する

外国人住民をいう。以下同じ。）
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していないもの。ただし、外国人

住民（法第３０条の４５に規定す

る 外 国 人 住 民 を い う 。 以 下 同

じ。）のうち非漢字圏の外国人住

民が住民票の備考欄に記録されて

いる氏名の片仮名表記（以下「氏

名の片仮名表記」という。）又は

その一部を組み合わせたもので表

されている印鑑の登録を受ける場

合を除く。  

のうち非漢字圏の外国人住民が住

民票の備考欄に記録されている氏

名の片仮名表記（以下「氏名の片

仮名表記」という。）又はその一

部を組み合わせたもので表されて

いる印鑑の登録を受ける場合を除

く。  

（２） 職業、資格その他氏名、旧

氏又は通称以外の事項を表してい

るもの  

（２） 職業、資格その他氏名又は

通称以外の事項を表しているもの  

（３）～（６） （略）  （３）～（６） （略）  

（登録原票）  （登録原票）  

第 ６ 条  市 長 は 、 印 鑑 登 録 原 票 を 備

え、前条の規定により登録を受ける

べき者について、次に掲げる事項を

登録するものとする。  

第 ６ 条  市 長 は 、 印 鑑 登 録 原 票 を 備

え、前条の規定により登録を受ける

べき者について、次に掲げる事項を

登録するものとする。  

（１）～（３） （略）  （１）～（３） （略）  

（４） 氏名（氏に変更があったも

のに係る住民票に旧氏の記載（法

第６条第３項の規定により磁気デ

ィスク（これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておく

こ と が で き る 物 を 含 む 。 以 下 同

じ。）をもって調製する住民票に

あっては、記録。以下同じ。）が

されている場合にあっては氏名及

び当該旧氏、外国人住民に係る住

民票に通称の記載がされている場

合 に あ っ て は 、 氏 名 及 び 当 該 通

称）  

（４） 氏名（外国人住民に係る住

民票に通称が記録されている場合

にあっては、氏名及び通称）  

（５）～（７） （略）  （５）～（７） （略）  

（登録の抹消）  （登録の抹消）  

第１２条 市長は、印鑑の登録を受け

ている者について、次の各号のいず

れ か に 該 当 す る 事 由 が 生 じ た と き

は、職権で当該印鑑登録原票を抹消

し印鑑の登録を受けている者にこの

第１２条 市長は、印鑑の登録を受け

ている者について、次の各号のいず

れ か に 該 当 す る 事 由 が 生 じ た と き

は、職権で当該印鑑登録原票を抹消

し印鑑の登録を受けている者にこの
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ことを通知するものとする。  ことを通知するものとする。  

（１）～（３） （略）  （１）～（３） （略）  

（４） 氏名、氏（氏に変更があっ

た者にあっては、住民票に記載が

されている旧氏を含む。）若しく

は名（外国人住民にあっては、通

称 又 は 氏 名 の 片 仮 名 表 記 を 含

む。）の変更により、登録してあ

る印鑑が第４条第１号に該当した

とき。  

（４） 氏名、氏若しくは名（外国

人住民にあっては、通称又は氏名

の片仮名表記を含む。）の変更に

より、登録してある印鑑が第４条

第１号に該当したとき。  

（５）・（６） （略）  （５）・（６） （略）  

（印鑑登録証明書の交付等）  （印鑑登録証明書の交付等）  

第１４条 （略）  第１４条 （略）  

２ 市長は、印鑑登録証明書に次に掲

げる事項を記載するものとする。  

２ 市長は、印鑑登録証明書に次に掲

げる事項を記載するものとする。  

（１） 氏名（氏に変更があったも

のに係る住民票に旧氏の記載がさ

れている場合にあっては氏名及び

当該旧氏、外国人住民に係る住民

票に通称の記載がされている場合

にあっては氏名及び当該通称）  

（１） 氏名（外国人住民に係る住

民票に通称が記録されている場合

にあっては、氏名及び通称）  

（２）・（３） （略）  （２）・（３） （略）  

（４） 外国人住民のうち非漢字圏

の外国人住民が住民票の備考欄に

記載がされている氏名の片仮名表

記又はその一部を組み合わせたも

ので表されている印鑑により登録

を受ける場合にあっては、当該氏

名の片仮名表記  

 

（４） 外国人住民のうち非漢字圏

の外国人住民が住民票の備考欄に

記録されている氏名の片仮名表記

又はその一部を組み合わせたもの

で表されている印鑑により登録を

受ける場合にあっては、当該氏名

の片仮名表記  

附 則  

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  

  令和元年９月３日提出  

             埼玉県羽生市長 河  田  晃  明    

 

 


